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1 火 運動会通し練習 

５ 土 第 54 回運動会 

６ 日 5 日雨天の場合運動会 

９ 水 6 日雨天の場合運動会 

１０ 木 健康の日 

１１ 金 幼児交通安全教室 

１５ 火 防災の日 

4，5 歳児黒川芋ほり 

3 歳児プランター芋ほり 

0・5 歳児保育参観開始 

2 歳児保育参観、面談開始 

１６ 水 移動動物園 

１７ 木 誕生会・職員会議 

１８ 金 15 日雨天時芋ほり 

（5 歳児のみ電車で黒川へ） 

１９ 土 父母会大役会 

２１ 月 新小規模園説明見学会 

２２ 火 即位礼正殿の儀（休園） 

２４ 木 新小規模園説明見学会 

２５ 金 0・5 歳児懇談会（18:00～） 

２８ 月 4 歳児保育参観、面談開始 

２９ 火 年長児あさのみ保育園交流 

３０ 水 川崎市保育研究大会 

 

の園だより 

10 月 1 日、無事に運動会の通し練習をおこなうことが

できました。登園時間のご協力ありがとうございました。

夏を思わせるような暑さでしたが、こまめに水分補給を 

しながら一生懸命取り組む幼児さん、それを応援する乳児

の子ども達。そして職員も全員で協力し合い、運動会と  

いう大きな行事に取り組んできました。 

 保育園の運動会では単に身体を動かすだけの目的では 

なく、行事に向き合うことで自立心や競争心、道徳性や  

規範意識、あるいは思考力の芽生えなどとも深く関わりあ

っています。（3 歳以上児） 

ご家族の励ましや、頑張ったことを周囲の大人に認めて

もらうことが子ども達の成長過程においてとても大きな力

になっていきます。 

 

 

運動会に向けての取り組みも佳境を迎え、特に 4.5 歳児

は園庭で転んでひざや手をすりむいたり、顔面から転倒 

するなどその数もぐっと増えました。“がんばって早く走り

たい”という気持ちの芽生えが見てとれます。 

これからは、秋のすがすがしい陽気の中、乳児さんも  

戸外で大きく体を動かす機会が増えていくと思います。 

日常生活で歩いたり走ったりする経験がぐっと減って  

いる現代。今月は保育園生活でお友だちと活動を共にしな

がら人間が本来もっている運動機能を引き出し、発達に 

あわせてのびのびと身体を動かす環境を整えていこうと 

思います。 

  

  

運動会当日は観客席もたいへん混み合い、毎年ご迷惑を 

おかけします。子どもたちもがんばっていますので大人の

方もくれぐれもマナーを守ってご参加ください。 

「うんどうかいのおしらせ」やプログラムに書かれた内容

を再度ご確認お願いいたします。ご協力よろしくお願い 

いたします。 次世代の保育者養成のお手伝いの一環と

して鶴川女子短大の学生のプレ実習の 

受け入れをします。10月は 28日と 30日

の 2 回。一日に２～３名の学生が体験に

入ります。 

 

民ぽきょう 

 
10月の予定 

 

 

毎年、運動会の場所取りのために必要以上に早い時間

から保育園の駐輪スペースに並んでいるご家庭があり

ます。近隣住民の迷惑になるうえ、ルールを守ってい

るご家庭もあります。車の往来もあり危険です。 

ご理解ご協力を重ねてお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月は父母会費後期分の集金月です（300 円×6 か月分=1800 円）☆ 

集めた父母会費は何に使われているの？ 

     ・今回運動会のご褒美品の助成に。 

     ・園庭で育てていた夏野菜やサツマイモの苗の購入費に。 

     ・芋ほり費用の助成に。  ・・・など。 

前年度の夕涼み会やかっきーまつりの収益金で 

     ・福田牧場から移動動物園をよんだり、ふれあいコンサートに使っています。 

 

秋の収穫！おいもほり 年間行事表で予定していたいもほり遠足が 15 日

に変更になりました。 

 バス会社の中型観光バス手配の都合で（秋の行楽

シーズンということもあり）バスの予約が 1５日 

しかとれず、予定を変更し申し訳ありません。 

子ども達がとても楽しみにしている行事ですので

継続するつもりではおりますが、来年度以降の  

芋ほりについても、電車移動で５歳児のみにする 

のかなど、何らかの変更が生じるかもしれませんの

で取り急ぎお知らせしておきます。 

 

  

♪♪11 月 7 日（木）芋煮会♪♪ 

 3.4 歳児クラスはラップおにぎりつくり。 

 5 歳児は自分たちで収穫したお米を炊いて 

ラップおにぎりと芋汁の調理保育をおこない

ます。誕生会同様、全園児主食を提供します。 

クラスによって準備するものがありますので 

各クラスから出されるお知らせをご確認  

ください。 

♪♪11 月 14 日（木） 焼き芋♪♪ 

園庭でおこなう関係で、強風や雨の場合は 

別日に変更いたします。ご承知おきください。 
 

いどうどうぶつえん 

10 月 16 日に移動動物園が園庭にやってきます。 

各クラスで掲示、お知らせされると思いますが当日は個人で 

動物のエサをご用意ください。キャベツやニンジン、リンゴ、 

パンの耳など食べやすいようにスティック状が良いでしょう 

動物アレルギーが心配されるお子さんは事前に担任までお知らせ

ください。なお当日は地域の親子にも開放しています。 

※16 日に天候の関係で行えない場合は別途予約取り直しになります 

 わかり次第お知らせいたします。 

 

おねがい 

10 月より 
  幼児教育・保育の無償化に伴い 3 歳以上児は給食費（副食費）を毎月 4500 円 

徴収させていただくことになりました。3 年前から始まった主食提供は任意選択制 

（月 1500 円集金）ですが、給食費（副食費）は保育園で 3 歳以上児は全員 

（川崎市からの除外対象者は別）実費をいただくようになりました。川崎市からの 

ご指導もあり、集金の人数も多いので徴収したものは日々金融機関に入金して 

おります。申し訳ありませんが、父母会費、主食代、給食費（副食費）は期限を守って 

 提出していただきますようご協力お願い申し上げます。 

 
いつも助成していただき
ありがとうございます。 
たいせつに使わせて 
いただきます。 


